令和７年度日本消防協会定例表彰選考基準について
　このことについては、第７８回日本消防協会定例表彰選考基準（別紙）が示されておりますが、熊本県の場合、全国上位の団員数を擁しているため、個人表彰の功績章と精績章については該当者が割当数を大きく上回ってしまいます。
　そこで、申請者数を絞り込むため、熊本県として下記の基準を設けておりますので御承知おきください。
　なお、基準に該当する場合であっても割当数を超過する場合、選考から外れることがありますので予め御了承お願いします。

記
１　優良消防団の表彰

（1） 特別表彰まといの調査票　・・・　様式２・３

（2） 表彰旗及び竿頭綬の調査票・・・　様式２・４

２　優良消防団員（消防職員）の表彰

（1） 功績章（一般）・・・様式５・様式６（熊本県割当数３０名）
過去に精績章を授与された者で、次の要件を満たしていること。
・消防歴２５年以上の団長及び副団長
・消防歴３０年以上で司令長以上の階級にある者

（２）功績章（女性）・・・様式５・様式６（熊本県割当数２名）
過去に精績章を授与された者で、次の要件を満たしていること。
・消防歴１０年以上の女性団員

（３）精績章（一般）・・・様式５・様式６ （熊本県割当数７２名）
・消防歴２０年以上の団長及び副団長
・消防歴２５年以上の分団長
・消防歴３０年以上で司令長以上の階級にある者

（４）精績章（女性）・・・様式５・様式６ （熊本県割当数３名）
・消防歴１０年以上の女性団員

（５）勤続章・・・様式５・様式６
・勤続３０年以上、及び精励した者

（6） 優良女性消防隊　　・・・　様式２・７

（７）優良女性消防隊員　・・・　様式５・８

※　様式５→　拝命年月日を入力すると勤続年数は自動計算されます。
※　中途で退団歴がある場合は、備考欄にその旨記入し、退団していた
　　期間を記入して下さい。【例：中途退団歴有り：○年○月間】
※　様式５→　データでの送付も必ずお願い致します
【 E-mail: kumasyoukyou@ffa-kumamoto.org  】  

